
 

 

   西条市景観条例 （案）  

 （趣旨）  

第１条 この条例は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）に基

づき、景観行政団体が定めるべき景観計画に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）  

第２条 この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用す

る用語の例による。  

 （市の責務）  

第３条 市は、良好な景観を形成するための施策を策定し、これを実施しなければな

らない。  

２ 市は、良好な景観の形成に関する啓発及び意識の醸成を図り、良好な景観の形成

に対する市民及び事業者の理解を深めるよう努めなければならない。  

 （市民及び事業者の責務）  

第４条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の

形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成

に関する施策に協力するよう努めなければならない。  

２ 事業者は、その事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、市が

実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。  

 （景観形成重点地区） 

第５条 市長は、景観計画において、景観計画区域のうち、良好な景観の形成を特に

推進することが適当と認める区域を景観形成重点地区と定めることができる。  

２ 市長は、前項の規定により景観形成重点地区を定めたときは、景観形成重点地区

ごとに法第８条第２項各号に掲げる事項及び同条第３項に規定する方針を定める

ことができる。  

 （景観審議会）  

第６条 良好な景観の形成に関する重要な事項を調査し、及び審議するため、西条市

景観審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議するとともに、

景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。  

 (1) 景観計画の変更に関すること。  

 (2) 景観形成重点地区に関すること。  

 (3) 法第１６条第３項の規定による勧告に関すること。  

 (4) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除に関すること。  

 (5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に関すること。  



３ 審議会は、委員１０人以内で組織する。  

４ 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。  

５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。  

 （届出を要しない行為）  

第７条 法第１６条第７項第１１号に規定する景観行政団体の条例で定める届出を要

しない行為は、次に掲げる行為とする。 

 (1) 別表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる行為 

 (2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市

長が認める行為 

 （勧告の手続） 

第８条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告をしようとする場合において必

要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第７条関係） 

 

区  分 届出を要しない行為 

全区域 (1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該建築物の

高さが１５メートル以下又は建築面積が１，０００平

方メートル以下のもの 

(2) (1)に規定する規模を超える建築物の外観を変更する

こととなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、

当該行為に係る見付面積が過半とならないもの 

(3) 工作物の新築、増築、改築又は移転で、次に掲げるも

の 

 ア プラント等については、高さ１５メートル又は築造

面積５００平方メートルを超えないもの 

 イ 鉄塔等については、高さ１５メートルを超えないも

の 

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模

様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る見付面積の

合計が１５平方メートルを超えないもの 

(5) 法第１６条第１項第３号に規定する開発行為で、その

面積が３，０００平方メートル未満のもの 

 


